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健康福祉部 

議案第５６号 令和７年度大津市介護保険事業特別会計補正予算 

（第５号）について 

 

それでは、議案第５６号、令和７年度大津市介護保険事業特別会

計補正予算（第５号）について御説明いたします。 

議案書の１９ページをお願いいたします。 

第１条に歳入歳出予算の総額を定めています。 

歳入歳出それぞれ８億２千７６８万６千円を追加し、歳入歳出そ

れぞれ３４１億５千３６５万９千円を予算計上しております。 

それでは、内容につきまして令和７年度大津市介護保険事業特別

会計歳入歳出補正予算事項別明細書により、御説明いたします。 

まず、歳入から御説明いたします。 

２５８ページをお願いいたします。 

款１保険料、項１介護保険料、目１第１号被保険者保険料は、保

険料徴収額を決算見込みの精査により増額するものです。 

款２使用料及び手数料、項１総務手数料、目１督促手数料は、督

促手数料を減額するものです。 

款３国庫支出金、項１国庫負担金、目１介護給付費負担金は、介
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護給付費に対する国の負担分を増額するものです。 

項２国庫補助金、目１調整交付金は、事業実績に基づく増額分、

目２地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）及び

目３地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）

は、地域支援事業費に対する国の負担分の減額であり、目４保険者

機能強化推進交付金及び、２６０ページに移りまして目５介護保険

保険者努力支援交付金は、国の交付決定に基づき増額するもので

す。目６新しい地方経済・生活環境創生交付金は、認定調査員支援

システム導入事業費に係る交付金、目７介護保険事業費補助金は、

税制改正に伴う介護保険システムの改修費に対して交付されるもの

です。 

 款４支払基金交付金、項１支払基金交付金、目１介護給付費交付

金及び目２地域支援事業支援交付金は、介護給付費及び地域支援事

業費の介護予防・生活支援サービス事業に対する社会保険診療報酬

支払基金の負担分について必要な補正を行うものです。 

 款５県支出金、項１県負担金、目１介護給付費負担金は、介護給

付費に対する県の負担分を増額するものです。 

項２県補助金、目１地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支

援総合事業）及び目２地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支
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援総合事業以外）は、地域支援事業費に対する県の負担分を減額す

るものです。 

款６財産収入、項１財産運用収入、目１利子及び配当金は、介護

給付費準備基金の運用利子収入の確定によるものです。 

 款７繰入金、項１一般会計繰入金、目１介護給付費繰入金は介護

給付費に対する市の負担分を増額するものです。 

２６２ページをお願いいたします。 

目２地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

は、介護予防・日常生活支援総合事業費に対する市の負担分を増額

するものです。 

目３地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以

外）は、包括的支援事業費及び任意事業費に対する市の負担分を減

額するものです。 

目４その他一般会計繰入金は、管理運営事業費等に対する市の負

担分を減額するものです。 

目５低所得者保険料軽減負担金繰入金は、所得の少ない第１号被

保険者の保険料の一部を負担するための繰入金を減額するもので

す。 

項２基金繰入金、目１介護給付費準備基金繰入金は、基金からの
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繰入金について必要な補正を行うものです。 

 款８繰越金は、令和６年度の繰越金を計上するものです。 

款９諸収入、項１延滞金、加算金及び過料、目１延滞金は、介護

保険料等の徴収に係る延滞金を減額するものです。 

項３雑入、目 1第三者納付金は、交通事故等に起因する保険給付

を行った後に、本来の負担義務者である保険会社等から保険給付費

相当額を受け入れたもの、目２返納金は、介護給付費の返還等によ

るものです。 

続きまして、歳出について御説明いたします。 

２６４ページをお願いいたします。 

款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費は、管理運営に係

る事務経費等の決算見込みの精査により増額するものです。 

目２連合会負担金は、滋賀県国民健康保険団体連合会負担金等の

決算見込みの精査により減額するものです。 

項２徴収費、目１賦課徴収費は、介護保険料の賦課徴収に係る事

務経費等の決算見込みの精査により減額するものです。 

項３認定審査会費は、介護認定審査会委員報酬等の認定審査会運

営事業費、主治医意見書作成手数料や訪問調査委託料等の認定調査

費の決算見込みの精査により減額するものです。 
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２６６ページをお願いいたします。 

款２保険給付費、項１介護サービス諸費は、要介護に認定された

方の介護サービスの保険給付費の決算見込みの精査によるもので

す。 

項２介護予防サービス諸費は、要支援に認定された方の介護予防

サービスの保険給付費の決算見込みの精査によるものです。 

項３高額介護サービス費、目１高額介護サービス費は、介護サー

ビスの利用者負担が高額になった場合、目３高額医療合算介護サー

ビス費及び目４高額医療合算介護予防サービス費は、介護保険と医

療保険の利用者負担の合計が高額になった場合に、所得に応じて定

められた上限額を超えた部分について負担額の軽減を図るための保

険給付費であり、それぞれ決算見込みの精査によるものです。 

項４特定入所者介護サービス等費、目１特定入所者介護サービス

費は、介護保険施設に入所した場合等に自己負担となる食費や居住

費について、所得要件及び資産要件の両方を満たす方を対象にその

一部を給付するもので、決算見込みの精査によるものです。 

項５その他諸費は、介護給付費の審査支払事務手数料の決算見込

みの精査によるものです。 

款３地域支援事業費、項１介護予防・生活支援サービス事業費、
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目１介護予防・生活支援サービス事業費、説明欄１の介護予防・生

活支援サービス事業費は、訪問型サービスや通所型サービス、その

他の生活支援サービスに係る経費であり、決算見込みの精査による

ものです。 

説明欄２の高額介護予防サービス費相当事業費及び、説明欄３の

高額医療合算介護予防サービス費相当事業費は、介護予防・生活支

援サービス事業の自己負担額が一定額を超えた場合の給付に係る経

費であり、決算見込みの精査によるものです。 

２６８ページをお願いいたします。 

目３一般介護予防事業費は、介護予防の普及・啓発と介護予防活

動の支援事業に係る経費であり、決算見込みの精査によるもので

す。 

項２包括的支援事業・任意事業費、目１包括的支援事業費及び目

２任意事業費は、地域包括支援センター１５か所の管理運営費や各

種活動事業費等の決算見込みの精査によるものです。 

２７０ページをお願いいたします。 

項３その他諸費は、地域支援事業費の審査支払事務手数料の決算

見込みの精査によるものです。 

以上で、議案第５６号、令和７年度大津市介護保険事業特別会計
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補正予算（第５号）の説明とさせていただきます。 

御審査賜りますようよろしくお願い申し上げます。 


